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う。薬剤師には何ができるのかをアピ
ールして役割を知ってもらい、何かあ
った時に、薬剤師に相談しようという
気持ちになってもらえることが大事で
す。
　新しい技術をどのように導入するの
か、デジタル化や人工知能の活用も考
えなければなりません。今の薬剤師の
業務は、基本的には来局した患者とや
りとりすることが中心ですが、オンラ
インで服薬指導するなど画面越しでの
対応に関するルールの作成も行われて
います。今後こういったことが活用さ
れていくと思います。
　また、今後はマイナンバーカードが
保険証として使えるようになります。
保険証の情報がマイナンバーカードに
紐付けられて、カードによる照会がで
きることで、医療従事者にとっては、

病院や薬局での受付業務が楽になった
り、その患者の薬やカルテなどの過去
の履歴が分かるようになったりしま
す。そうなると、マイナンバーカード
があれば、どの薬局、どの薬剤師でも、
その患者さんがこれまでにどんな薬を
服用しているかという服薬情報の一元
的な把握が可能になります。
　――かかりつけ薬剤師は必要ではな
くなるということですか。
　いえ、かかりつけ薬剤師はその情報
をどう活用するかという存在になるわ
けです。服薬情報の一元的な把握は誰
でもできてしまうわけですから、それ
を前提として患者にどう指導するか
を、今まで以上に考えなければならな
い時代になります。
　マイナンバーカードの保険証として
の利用は今年３月から始まり、今年

10月には薬の情報がオンライン上で
閲覧可能になります。ここで利用する
のは、医療機関が保険者に請求するレ
セプト情報であり、最も新しい情報で
も１～２カ月前に処方されたデータと
なるため、タイムラグが生じます。来
年夏を目標に電子処方箋が導入される
見込みですが、そうすれば薬の処方情
報は電子的に送受信されるため、医療
機関や薬局はマイナンバーカードを活
用した過去の情報に加え、リアルタイ
ムで最新の薬剤情報を共有できるよう
になるでしょう。このほか、薬の重複
も自動的に調べられるようになる見通
しです。
　薬剤情報は自動的に一元化され、重
複投与も自動的にチェックされるよう
になった時に、かかりつけ薬剤師とし
て何ができるのかが問われます。世の

中はどんどん進歩し、機械ができるこ
とは機械に置き換わっていきます。薬
剤師は、機械に置き換わる存在となる
のか、それを活用する存在となるのか
を考えていくべきです。
　もっとも、薬剤情報を自動的に把握
できるようになったとしても、他に服
用しているＯＴＣや健康食品の情報、
副作用の確認など様々な情報を引き出
すことに関しては、薬剤師の必要性は
変わりません。
　こうした変化は瞬時に起こるわけで
はありませんが、自分には何ができる
のかを意識し続けることが重要です。
安心と信頼の観点から、人と人とのや
りとりは残るでしょう。薬剤師として、
患者さんや住民に対してどう手を差し
のべることができるのか、相手の気持
ちになって考えることが大事です。

　――患者や他職種への薬剤師職能の
アピールについて、厚労省として何か
取り組んでいることはあるのでしょう
か。
　取り組みの一つとして、「患者のた
めの薬局ビジョン」を作成しています。
調剤だけをするのではなく患者のため
の業務（対人業務）を行うことや在宅
医療に関わっていくこと、かかりつけ
薬剤師・薬局を推進していくことな
ど、今後の方向性を示しています。取
り組みを促すために、例えば、患者の
ための業務として多い薬を減らした
り、在宅医療に関わったりしたときに
調剤報酬に点数をつけて評価すること
もあります。
　行政側からも常に、薬剤師の役割を
他の医療関係者に周知しています。こ
のような周知は、国だけではなく、都
道府県などの自治体単位、薬剤師会や
薬局、薬剤師個人でも働きかけて総力
戦で取り組むことが大切です。
　ただ待っているだけでは誰も声をか
けてくれません。それぞれの薬剤師
が積極的にアピールして地域医療に
参加し、そこで実績を作ることでど
んどん声がかかるようになります。こ

の薬局、この薬剤師であればやってく
れると思われるように、患者さんや他
の関係者と信頼関係を築くことが大切

です。
　私たちも、薬剤師の方向性を示すビ
ジョンの作成や、法律改正などの制度
づくりによって、具体的な取り組みを
進めていきたいです。

　――チーム医療での連携に関して、
薬学生のうちから、薬学生が何を勉強
しているのかということを医学生や看
護学生と共有することは大事だと思い
ますか。
　そういう取り組みはものすごく重要
です。学生のうちに、他の医療関係職
種の学生と何かしら一緒に活動する、
一緒に授業を受けるということは、絶
対に必要なことだと思います。薬学教
育を薬学部のみ、薬科大学のみで行う
のはすごく視野が狭くなると思いま
す。最近では、医学生、看護学生と同
じ授業を受けるところもあるようです
が、薬学生からは、目から鱗で、自分
たちの知らないことが多くてびっくり
するという話も聞きます。
　薬学教育が６年制になって十数年経
ちますが、薬剤師に求められる役割は、

この間に凄まじく変化しています。チ
ーム医療の一員としてどんどん病棟に
出て行こう、在宅医療や介護と連携し
ようという動きは、この十数年で出て
きた話なんです。そういった意味から
も、他職種の人たちがどのように患者
のことを考えているのか、薬剤師をど
う見ているのかを学生のうちから学ぶ
のは非常に大事なことです。それは、
最終的に免許を取った後の活躍にもつ
ながると思います。
　――薬学生が社会に出て現場の薬剤
師となるまでに、身につけておくべき
ことや考えておいた方が良いことを教
えてください。
　授業や実習で学んだことを身につけ
るのは大事ですが、学生のうちに、学
生にしかできないことをするのが一番
だと思います。勉強ばかりではつまら

ないですし、他大学の学生や他の医
療系学部の学生と交流することが大
事です。これまでの話の中で、薬剤
師として職能をアピールすることや、
様々なところに出向くことが必要だと
言いましたが、そういったことに学生
のうちから関わるのはすごく良いこと
です。
　ただ、今はいろいろな活動をしたく
ても、新型コロナウイルス感染症の影
響で制限を受けるため、大変だと思い
ます。一方、この時期だからこそ体験
できることもあるでしょう。オンライ
ンの活用が進んだことなど新しい変化
に薬剤師としてどう対応するかを考え
る良い機会になります。
　実務実習の実施にも影響が出ていま
すが、逆に言えば、今その最前線で頑
張っている医療従事者を見ることがで
きます。実習で直接患者に関わること
ができなくても、この緊張感や薬剤師
の意識など、何かしら学ぶことはある
はずです。プラスに捉えて、今だから
こそ経験できることをキャッチしてほ
しいです。
　あとは、学生はいかに遊ぶかだと思
います。こんなに自由な時間はないで
すから。社会人になったときに後悔し
ないように学生のうちにできることを
してください。

対人業務の推進に取り組む

他学部生との交流は重要
実務実習で緊張感に触れて
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